
「監査論テキスト＜第 8 版＞」pp.220-221 図表 14-5「内部統制監査報告書」の差し替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         独立監査人の内部統制監査報告書 

                            ×年×月×日 

〇〇株式会社 

  取締役会御中 

                         〇〇監査法人 

                       指定社員 

                       業務執行社員 公認会計士 〇〇〇〇 ○印 

指定社員 

                       業務執行社員 公認会計士 〇〇〇〇 ○印 

 

監査意見  

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、

○○ 株式会社の×年×月×日現在の〇〇株式会社の内部統制報告書について監査を行った。 

当監査法人は、○○株式会社が×年×月×日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係

る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重

要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠  

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査

の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監

査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。 

当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独

立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥

当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正

に表示することにある。  

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証す

ることにある。なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又

は発見することができない可能性がある。 

 

内部統制監査における監査人の責任  

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場か

ら内部統制報告書に対 する意見を表明することにある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日本公認会計士協会 財務報告内部統制監査基準報告書第１号（２０２２年最終改

訂）（一部、省略） 

 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基

準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し

て以下を実施する。 

 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告

の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。 

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を

含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。  

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証

拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責

任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 

 

               （中 略） 

 

利害関係  

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。 

                                      以上 


